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令和２年 第５回栗原市農業委員会総会議事録 

 

 令和２年５月２７日 午後１時３０分、下記の件の議定のため、令和２年第５回栗原市

農業委員会総会を、栗原市役所金成庁舎に招集した。 

 

日程第 １ 議事録署名委員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 事務報告 

日程第 ４ 報告第 １号 農地の現状変更届出について 

日程第 ５ 報告第 ２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第 ６ 報告第 ３号 使用貸借権の解約通知について 

日程第 ７ 議案第 １号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ８ 議案第 ２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第 ９ 議案第 ３号 農用地利用集積計画について 

日程第１０ 議案第 ４号 農用地利用配分計画について 

日程第１１ 議案第 ５号 非農地証明願について 

 

１ 出席委員 （２０名） 

    １番 三 浦  正 勝 委員、  ２番 大 黒  昭 夫 委員、 

３番 阿 部  一 信 委員、  ４番 吉 田  優 俊 委員、 

５番 岩 淵  敬 一 委員、  ６番 佐 竹  きみ子 委員、 

    ９番 曽 根  金 雄 委員、 １０番 千 葉  優 子 委員、 

   １２番 尾 形  陽一郎 委員、 １３番 及 川  正 一 委員、 

  １４番 多 田  仁 一 委員、 １５番 佐々木  吉 司 委員、 

  １６番 菅 原  英 俊 委員、 １７番 岩 渕    弘 委員、 

  １８番 佐々木    弘 委員、 １９番 佐 藤    勝 委員、 

  ２０番 狩 野  和 義 委員、 ２２番 米 山  嘉 彦 委員、 

  ２３番 黒 澤  光 啓 会長職務代理者 

  ２４番 鈴 木  康 則 会長 

 

２ 欠席委員 （４名） 

    ７番 狩 野  善 典 委員、 

    ８番 大 場  裕 之 委員、 

   １１番 鈴 木  春 江 委員、 

   ２１番 秋 山  憲 義 委員、 
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３ 議事に参与した者 

   事務局長        二階堂    賢 

   事務局長補佐      小 山  雅 規 

   農地農政係 主幹兼係長  藤   広 実 

   農地農政係 主 査   高 橋    潤 

   農地農政係 主 事   千 葉  和 哉 

   農地農政係 主 事   菅 原  佑 太 

 

    （ 午後１時３０分 開会） 

 

議長 

 ご起立願います。「ご苦労様です。」ご着席願います。 

 只今から、令和２年 第５回 栗原市農業委員会総会を開会いたします。 

 

議長 

 ただいまの出席委員は、２０名であります。 

 定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 

 

議長 

 欠席の通告があります。 

 議席番号 ７番 狩 野 善 典 委員、 

 議席番号 ８番 大 場 裕 之 委員、 

 議席番号１１番 鈴 木 春 江 委員、 

 議席番号２１番 秋 山 憲 義 委員から、所要のため欠席する旨の通告がございま

す。 

 

議長 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 なお、議案説明等のため、事務局長ほか関係職員を出席させております。 

 

議長 

 日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

 議事録署名委員は、議席番号 ６番 佐 竹 きみ子 委員、 

 議席番号 ９番 曽 根 金 雄 委員の両名を指名いたします。 

 

議長 

 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 
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 本総会の会期は、本日１日間にしたいと思いますが、これに、ご異議ございませんか。 

 

  ―［異議なし］― 

 

議長 

ご異議なしと認めます。 

よって、本総会の会期は、本日１日間と決定いたしました。 

 

議長 

 日程第３、事務報告を行います。 

 事務局長から報告いたします。 

 

事務局長 

 議案資料に基づき、令和２年４月２８日から令和２年５月２７日までに実施した事務事

業等の報告並びに、令和２年５月２８日から令和２年６月２６日までに予定している事務

事業等について説明。 

 

議長 

 これで、日程第３、事務報告を終わります。 

 

議長 

 日程第４、報告第１号 農地の現状変更届出について、を報告します。 

 はじめに、第１区の番号１番・２番の２案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の田１筆 ２，３５１㎡のうち、４８０㎡を、隣接する

土地との段差解消のため、最大１.８５ｍの盛土を行い、完了後は転作田として大豆を作

付けする予定の旨の１案件、 

 番号２番は、一迫地区の田１筆 ８０㎡を、申請者が所有する農地への進入路として活

用するため、所有する田の一部に盛土を行い、完了後は農道として活用する旨の１案件、 

 以上、２案件を説明 

 

議長 

 次に、去る５月２１日、議席番号２３番 黒澤 光啓 委員、農地利用最適化推進委員

の 氏家 優一 委員及び 小原 公康 委員が現地確認調査を行っておりますので、その

結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、小原 公康 推進委員から報告願います。 
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小原 公康 推進委員 

 報告第１号 農地の現状変更届について、去る５月２１日木曜日に４名にて書類審査及

び現地確認を行いました。 

 報告１番の詳細については、事務局から説明があったとおりで、地目は田となっており

ますが、盛土をして大豆を作付けするものであり、２番については、所有する田への進入

路が狭いため、所有する一部の田に盛土を行い安全に水田へ行くための道路として活用す

るもので、２件とも周辺農地への影響はないものと判断し、特に問題がないものと確認し

てまいりましたので、報告いたします。 

 

議長 

 次に、第３区の番号３番の１案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号３番は、栗駒地区の田１筆 １４１㎡のうち４４.５５㎡を、申請者が所

有する農地への進入路として使用するため、所有する一部の田に最大２.０ｍ盛土を行う

もので、既に着工されており、完了後は農道として活用する旨の１案件を説明。 

 

議長 

 次に、去る５月２２日、議席番号１６番 菅原 英俊 委員、農地利用最適化推進委員

の 狩野 正行 委員及び 芳賀 博秋 委員が現地確認調査を行っておりますので、その

結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、狩野 正行 推進委員から報告願います。 

 

狩野 正行 推進委員 

 報告第１号 農地の現状変更届について、去る５月２２日金曜日に４名にて鶯沢総合支

所で書類審査及び現地確認を行いました。番号３番の詳細については事務局から説明があ

ったとおり進入路の造成で、申請地はすでに盛土がされており、水路にはＵ字溝が置かれ

蓋もなされておりました。また、５月１３日には市から乗入れ許可も出ており、特に問題

はないものと判断いたしました。以上、報告いたします。 

 

議長 

 これで、日程第４、報告第１号 農地の現状変更届出について、報告を終わります。 

 

議長 

 日程第５、報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、を報告いた

します。 

 第１区の番号１番から３番までの３案件、第２区の番号４番・５番の２案件、併せて５

案件について、事務局から報告いたします。 
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事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の田２筆 ４，７４３㎡、売買のための農地法第３条

の賃貸借権解約の１案件、 

 番号２番は、築館地区の田１筆 １，４８４㎡、耕作者変更のため農地中間管理事業

の賃貸借権解約の１案件、 

 番号３番は、一迫地区の田１０筆 ９，１２３㎡、双方合意による基盤法の賃貸借権

解約の１案件、 

 第２区の番号４番は、若柳地区の田８筆 ４，９６７㎡、 

 番号５番は、志波姫地区の田１筆 ２６２㎡、いずれも、双方合意による農地法第３条

の賃貸借権解約の２案件、 

 以上、５案件を説明報告。 

 

議長 

 これで、日程第５、報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、 

報告を終わります。 

 

議長 

 日程第６、報告第３号 使用貸借権の解約通知について、を報告いたします。 

 第１区の番号１番の１案件、第３区の番号２番・３番の２案件、併せて３案件につい

て、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号 1番は、一迫地区の田７筆 １４，８９７㎡、新たな賃貸借権設定のため

による農地法第３条の使用貸借権設定解約の１案件 

 第３区の番号２番は、栗駒地区の田４筆 ４，２６０㎡及び畑２筆 ４０９㎡、合計 

４，６６９㎡、 

 番号３番は、栗駒地区の田２４筆 ２５，８３９㎡及び畑１筆 １，２３３㎡、合計 

２７，０７２㎡、いずれも贈与のためによる農地法第３条の使用貸借権設定解約の２案件 

 以上、３案件を説明報告。  

 

議長 

これで、日程第６、報告第３号 使用貸借権の解約通知について、報告を終わります。 

 

議長 

 日程第７、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議題といたし

ます。 

 はじめに、第１区の番号１番から８番までの、８案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の田２筆 ５３１㎡、 

 番号２番は、築館地区の田２筆 ４，７４３㎡、いずれも、相手方の要望による所有権

移転売買の２案件、 

 番号３番は、築館地区の田１１筆 ２０，６３５㎡、及び畑３筆 ５，２５６㎡、合計 

２５，８９１㎡、親からの経営継承による使用貸借権設定の１案件、 

 番号４番は、高清水地区の田１筆 １７６㎡、経営規模拡大による所有権移転売買の１

案件、 

 番号５番は、一迫地区の田７筆 １２，１３０㎡、 

 番号６番は、一迫地区の畑２筆 １，９１７㎡、 

 番号７番は、一迫地区の田１筆 ５４２㎡、及び畑２筆 ８８７㎡、合計 １，４２９

㎡、いずれも、相手方の要望による所有権移転売買の３案件、 

 番号８番は、一迫地区の田５筆 １０，６３８㎡、相手方の要望による賃貸借権設定の

１案件、 

 以上、８案件の説明と全て許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、小原 公康 推進委員から報告願います。 

 

小原 公康 推進委員 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、去る５月２１日木曜日に、

４名にて書類審査を行いました。 

 １番・２番については所有権移転売買、３番については、継承による使用貸借権の設

定、４番については経営規模拡大による所有権移転売買、５番から８番については、労力

不足による所有権移転売買と賃貸借権設定でございます。特に問題がないものと判断いた

しましたので、ご報告いたします。 

以上、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

質疑なしと認めます。 
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議長 

 次に、第２区の番号９番から１１番までの３案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号９番は、若柳地区の田１筆 ３０７㎡、 

 番号１０番は、若柳地区の田１筆 １００㎡、いずれも、経営の合理化による所有権移

転贈与の２案件、 

 番号１１番は、若柳地区の田４筆 ６，０６７㎡、耕作利便のためによる賃貸借権設定

の１案件、 

 以上、３案件の説明と全て許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、去る５月２２日、議席番号５番 岩淵 敬一 委員、農地利用最適化推進委員の

千葉 和恵 委員及び 佐々木 進 委員 が現地確認調査を行っておりますので、その

結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、議席番号５番 岩淵 敬一 委員から報告願います。 

 

５番 岩淵 敬一 委員 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可について、去る５月２２日金曜日、４名

にて書類審査及び現地確認を行いました。 

 ９番から１１番までの詳細については事務局から説明があったとおりですが、９番・

１０番は、交換により経営の合理化をすすめるための所有権移転贈与であり、面積に多

少相違がありますが双方合意の上でございます。 

 １１番については、会社経営者が新規に農業を経営する計画で、当地を貸借し長いも

の栽培に着手するということであります。許可に当たっては審査基準である全部効率利

用要件や地域調和要件を鑑みますと、特に問題はないものと判断いたしました。 

以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。  

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 
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議長 

次に、第３区の番号１２番から１７番までの、６案件を審議いたします。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号１２番は、栗駒地区の田４筆 ４，２６０㎡、及び畑２筆 ４０９㎡、 

合計 ４，６６９㎡、 

 番号１３番は、栗駒地区の田２０筆 ４４，４５３㎡、及び畑１筆 １，３７９㎡、 

合計 ４５，８３２㎡、 

 番号１４番は、栗駒地区の田２５筆 ２６，３５０㎡、及び畑１筆 １，２３３㎡、 

合計 ２７，５８３㎡、いずれも、親からの継承による所有権移転贈与の３案件、 

 番号１５番は、栗駒地区の田３筆 ６，０５６㎡、経営の合理化による賃貸借権設定の

１案件、 

 番号１６番は、栗駒地区の田２０筆 ４１，７１５.６７㎡、及び畑３筆 ８，３７９

㎡、合計 ５０，０９４.６７㎡、親からの継承による使用貸借権設定の１案件、 

 番号１７番は、鶯沢地区の田５筆 ４，２９５㎡、経営規模拡大による所有権移転売買

の１案件、 

以上、６案件の説明と全てが許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、議席番号１６番 菅原 英俊 委員から報告願います。 

 

１６番 菅原 英俊 委員 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可について、去る５月２２日金曜日に鶯沢

総合支所において、４名で書類審査を行いました。 

 １２番から１７番まで６案件であります。詳細については、事務局より説明のとおり

であり、１２番・１３番・１４番については、農業後継者への経営移譲であります。 

 １５番については、経営の合理化で賃貸借権の設定であります。 

 １６番については、親子関係で子への経営の継承であります。 

 １７番については、仙台市在住で耕作に不便をきたしておりましたので、所有権移転

売買をするものであります。 

 許可に当たっては、いずれも審査基準を満たしていると判断いたしました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願い申し上げます。 

  

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 
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議長 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番号１番から

１７番までの１７案件は、原案のとおり許可することに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第７、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、番号１

番から１７番までの１７案件は、原案のとおり許可することに決定いたしました。 

 

議長 

日程第８、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について、を議題といたし

ます。 

はじめに、第１区の番号１番から３番までの３案件を審議いたします。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の田１筆 １，７７１㎡のうち１，０５７㎡を使用貸借

し、業務用地として申請者が経営する会社の資材置き場として造成するものであります。 

農地区分は、農地の広がりがあり、第１種農地に該当するが、拡張面積が既存敷地面積

の２分の１以内であるので、不許可の例外規定で取り扱う旨の１案件、 

番号２番は、一迫地区の畑１筆 ４４１㎡を所有権移転売買により譲り受け、業務用地

として転用し、申請者が生業とする左官業の資材置き場として造成するものであります。 

 農地区分は、周囲を山林、宅地、河川に囲まれた生産性の低い小集団農地であることか

ら、第２種農地である旨の１案件、 

 番号３番は、一迫地区の田２筆 ４９２㎡を所有権移転売買により譲り受け、住宅用地

として転用し、一般個人住宅１棟及び駐車場を建築造成するものであります。 

 農地区分は、農地の広がりがあり第１種農地に該当するが、転用目的が申請人の日常生

活に必要な住宅であり、集落に接続して建築されるものであることから、不許可の例外規

定で取り扱う旨の１案件、 

 以上、３案件が許可要件を満たしていることを説明。 
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議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、議席番号２３番 黒澤 光啓 委員から報告願います。 

 

２３番 黒澤 光啓 委員 

 議案第２号 農地法第５条の許可申請について、去る５月２１日に４名にて、書類審査

及び現地確認を行いました。 

 １番については、地目は田となっているが、雑種地となり、長い間使われていない様子

で、平らであり、周辺農地とははっきりと境があることから、周りの農地等には影響がな

いもの、２番については、周りの農地は家庭菜園や雑種地が多く、宅地の続きということ

で、こちらも周りの農地等には影響がないものと判断いたしました。 

 ３番については、県道５９号そばの休耕田であり、周辺に農地があるが、すべて休耕田

となっており、周りの農地等には影響がないものと判断してまいりました。 

 いずれも、許可に当たっては、問題ないものと判断いたしました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号４番・５番の２案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号４番は、若柳地区の田１筆 ４８１㎡を所有権移転売買により譲り受け、

住宅用地として転用し、一般個人住宅１棟及び駐車場を建築造成するものであります。 

農地区分は、住宅と公衆用道路に分断されており、第１種農地、第３種農地に該当しな

いことから、生産性の低い第２種農地で取り扱う旨の１案件、 

番号５番は、志波姫地区の田 1筆 ２６２㎡を所有権移転売買により譲り受け、住宅用

地として転用し、一般個人住宅１棟及び駐車場を建築造成するものです。 

 農地区分は、住宅と公衆用道路で分断されており、第１種農地、第３種農地に該当しな

いことから、生産性の低い第２種農地で取り扱う旨の１案件、 

 以上、２案件が許可要件を満たしていることを説明。 
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議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、佐々木 進 推進委員から報告願います。 

 

佐々木 進 推進委員 

 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について、去る５月２２日の金曜日に

４名にて書類審査及び現地確認を行ってまいりました。 

 両案件とも、所有権移転売買であり、申請地を購入して住宅及び駐車場を建築造成する

ものであり、詳細については事務局から説明がありましたとおりであります。 

 以上２案件の許可申請については、何ら問題はないものと確認してまいりました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

  

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請についての、番号１番から

５番までの５案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第８、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請についての、番号

１番から５番までの５案件は、原案を可とすることに決しました。 

 なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 

議長 

 日程第９、議案第３号 農用地利用集積計画について、を議題といたします。 

 はじめに、第１区の番号１番から２０番までの２０案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の田３筆 １４，２０８㎡、 

番号２番は、築館地区の田２筆 ４，３９７㎡、 

 番号３番は、築館地区の田１筆 ６，５６１㎡、 

 番号４番は、築館地区の田６筆 ７，２００㎡、 

 番号５番は、築館地区の田１筆 ２，６３２㎡、 

 番号６番は、築館地区の田１筆 ５，６９７㎡、 

 番号７番は、築館地区の田１筆 ４，７２６㎡、 

 番号８番は、築館地区の田１筆 １１，３２９㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定であ

る旨の８案件、 

 番号９番は、高清水地区の田３筆 ９，６７３㎡、更新の賃貸借権設定である旨の１案

件 

 番号１０番は、一迫地区の田１筆 ２，５９０㎡、 

 番号１１番は、一迫地区の田２筆 ６，３８７㎡、 

 番号１２番は、一迫地区の田１２筆 １６，４５４㎡、 

 番号１３番は、一迫地区の田７筆 ６，１９６㎡、 

 番号１４番は、一迫地区の田２筆 １１，９７６㎡、 

 番号１５番は、一迫地区の田１４筆 ５２，４９３㎡、 

 番号１６番は、一迫地区の田１筆 ７，２７６㎡、 

 番号１７番は、一迫地区の田１筆 ２，４１５㎡、 

 番号１８番は、一迫地区の田２筆 ６，２５３㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定であ

る旨の９案件、 

 番号１９番は、一迫地区の田４筆 ４，２７１㎡、 

 番号２０番は、一迫地区の田２筆 ５，３２８㎡、いずれも、農地中間管理事業による

新規の使用貸借権設定である旨の２案件、 

 以上、２０案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

  

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号２１番から２８番まで８案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

 第２区の番号２１番は、若柳地区の田１９筆 １５，５４６㎡、新規の賃貸借権設定で

ある旨の１案件、 

 番号２２番は、金成地区の田１筆 １，０２２㎡、所有権移転売買の１案件、 

番号２３番は、金成地区の田１筆 ２，０００㎡、 

番号２４番は、金成地区の田１筆 １，０００㎡、 

番号２５番は、金成地区の田８筆 １７，６０８㎡、 

番号２６番は、金成地区の田１筆 ４，１１６㎡、 

番号２７番は、金成地区の田７筆 ９，７２７㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定であ

る旨の５案件、 

番号２８番は、志波姫地区の田１０筆 １２，０１８㎡、新規の賃貸借権設定である旨

の１案件、以上、８案件を説明。 

 

議長 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

次に、第３区の番号２９番の１案件を審議いたします。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号２９番は、栗駒地区の田９筆 １６，５５８㎡、及び畑１筆 ８７２㎡、 

合計 １７，４３０㎡、新規の賃貸借権設定である旨の１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第３号 農用地利用集積計画についての、番号１番から２９番までの 

２９案件については、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 
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  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第９、議案第３号 農用地利用集積計画についての、番号１番から２９ま

での２９案件については、原案を可とすることに決しました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

議長 

 日程第１０、議案第４号 農用地利用配分計画について、を議題といたします。 

 はじめに、第１区の番号１番・２番の２案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 配分計画の利用権を設定する者は、全て農地中間管理機構となります。 

 第１区の番号１番は、農用地利用集積計画の番号１９番の関連案件で、一迫地区の田４

筆 ４，２７１㎡、 

 番号２番は、同計画の番号２０番関連案件で、一迫地区の田２筆 ５，３２８㎡、いず

れも、農地中間管理事業による新規の使用貸借権設定である旨の２案件を説明。 

 

議長 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第４号 農用地利用配分計画についての、番号１番・２番の２案件は、

原案を可とすることに、ご異議ございませんか。  

 

  ―「異議なし」― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１０、議案第４号 農用地利用配分計画についての、番号１番・２番の

２案件は、原案を可とすることに決しました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 
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議長 

 日程第１１、議案第５号 非農地証明願について、を議題といたします。 

 はじめに、第１区の番号１番・２番の２案件を審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の畑１筆 ２７１㎡、願出地は、昭和４５年ごろに先代

が畜舎を建築し、廃業によりその後、倉庫として使用し現在に至るものであり、宅地への

地目変更を願い出た旨の１案件、 

 番号２番は、一迫地区の畑１筆 ８８２㎡、願出地は、昭和２５年ごろから農業の労力

不足のため長期間耕作されていなかった農地が山林化し、現在に至るものであり、山林へ

の地目変更を願い出た旨の１案件、 

 以上、２案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、氏家 優一 推進委員から報告願います。 

 

氏家 優一 推進委員 

 議案第５号 非農地証明願について、去る５月２１日に４名にて現地調査を実施いたし

ました。 

 番号１番の願出地の地目は、畑でございますが、昭和４５年ごろに畜舎が建設され、現

在、畜産業は廃業し農業用としては使用されておりません。 

 課税におきましても宅地とみなされており、今回の申請が認可されれば、隣人が購入す

ることになっております。購入予定者の宅地の前に位置しており、周辺農地には影響がな

いものと判断してまいりました。 

 番号２番の案件については、願出地の地目は畑ですが、昭和２５年ごろから耕作しなく

なり、現在に至っております。現地はすでに山林化し復元は不可能と判断いたしました。

また、周囲も山林に囲まれており農地への影響はないものと判断いたしました。 

以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 
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議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号３番の１案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号３番は、志波姫地区の畑１筆 ２７０㎡、願出地は、昭和４０年ごろから

願出人の先代が倉庫等を建築して使用され、現在に至っているものであり、宅地への地目

変更を願い出た旨の１案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、千葉 和恵 推進委員から報告願います。 

 

千葉 和恵 推進委員 

 議案第５号 非農地証明願について、去る５月２２日に４名にて現地を確認してまいり

ました、願出地は既に全体的に建物が建築されており、農地として復旧できる状況ではな

いので、許可に当たっては問題がないものと判断してまいりました。 

 ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

  

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に第３区の番号４番から６番までの３案件を審議いたします。 

 それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号４番は、栗駒地区の畑１筆 ３１８㎡、願出地は、平成３年に願出人の先

代の父が取得した農地であるが、取得当初から荒廃しており、以降耕作されず原野化し、

現在に至っているものであり、原野への地目変更を願い出た旨の１案件 

 番号５番は、栗駒地区の畑１筆 ２６８㎡、願出地は、昭和６０年代から宅地の一部と

して利用されており、宅地化していたことから平成７年には物置等を設置し、現在に至っ
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ているものであり、宅地への地目変更を願い出た旨の１案件、 

 番号６番は、栗駒地区の畑１筆 ２，６６８㎡、願出地は、昭和６０年ごろから労力不

足により耕作をやめ、そのことによる周囲の山林に侵食される恐れがあることから植林。

植林した樹木の成長により山林化し、現在に至っているものであり、山林への地目変更を

願出た旨の１案件、 

 以上、３案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、芳賀 博秋 推進委員から報告願います。します。 

 

芳賀 博秋 推進委員 

 議案第５号 非農地証明願について、去る５月２２日に４名にて、３件の現地調査を行

ってまいりました。 

 現地の利用状況は、事務局から説明のとおりであり、番号４番については、願出地は申

請人宅地北西の裏手側で、西側の山林に同化し防風林のようや役割をしているような原野

的場所と確認いたしました。許可に当たっては特に問題がないものと判断いたしました。 

 番号５番については、願出地にはカーポート、談話室、物置場等の３棟が現存しており

まして、今現在、生活空間の中で使用されていることがはっきりと確認ができました。 

よって、許可に当たっては認めることが妥当であると判断してまいりました。 

 番号６番について、願出地は耕作をやめてから３０数年が経過したような場所でありま

した。見事に樹木が成長し周囲の山林との区別がつかない状況であり、許可に当たっては

特に問題がないものと判断いたしました。 

 以上の３件について、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第５号 非農地証明願についての、番号１番から６番までの６案件は、

原案のとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」― 
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議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第１０、議案第５号 非農地証明願についての、番号１番から６番までの

６案件は、原案のとおり、承認することに決しました。 

 

議長（会長） 

 以上をもちまして、会議案件は全て議了いたしました。 

 これで、令和２年 第５回 栗原市農業委員会 総会を閉会いたします。 

 ご起立願います。 

 ご苦労様でした。 

 

 

 

  ＜ 午後 ２時 ３５分 閉会 ＞ 

 

 

 

本会議の顛末を記録し、その正当なることを証するためここに署名捺印する。 

 

 

          議     長                 

 

 

          議事録署名委員                 

 

 

          議事録署名委員                 


